




















資料３ 

 災害時における学校給食センターの対応について

１ 概要

地震、風水害その他による災害が川崎市内に発生し、又は発生するおそれがある場合

に、市及び PFI 運営事業者が、食料品の調達、調理、配送等、学校給食センターの活動
を協力して行います。

２ 活動内容

（１） 調達可能な食材を調達

運営企業の物流センターや関連会社等から食材を調達します。

（具体例：備蓄米、レトルト食品等）

（２）調達した食材を調理・配送

   給食センターに貯米されている米や、その他調達可能な食材を活用して、ご飯やみ

そ汁等を調理します。

（３）調理した食材又は他の物資等を配送

   調理した食材やその他の支援物資等を、配送車両を活用し、避難所へ配送します。

３ PFI事業者との協定
 災害対策を実効性あるものとするため、本年８月 18 日に南部・中部・北部の各 PFI
事業者と協定を締結しました。

４ その他

  活動については、原則として、市が川崎市災害対策本部を設置し、同本部から要請が

あった時に可能な範囲で行う。



 災害時等における食料品の調達、調理、配送等の協力に関する協定書

（趣旨）

第１条 この協定は、地震、風水害その他による災害が川崎市内に発生し、又は発生するお

それがある場合（以下「災害時」という。）に、川崎市（以下「甲」という。）と株式会社

川崎南部学校給食サービス（以下「乙」という。）とが相互に協力して災害時の市民生活

の早期安定を図るため、食料品の調達、調理、配送等（以下「調理・配送等業務」という。）

の協力に関する事項について定めるものとする。

（協力事項の発動及び要請）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が川崎市災害対策本部を設

置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。

２ 災害時において甲が調理・配送等業務を必要と認めた場合は、甲は乙に対し、調理・配

送等業務についての協力を要請することができる。

（協力の実施）

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、施設設備の安全な稼働が確認

でき、対応可能な人材が確保される範囲において、調理・配送等業務に関する協力に努め

るものとする。

（要請手続）

第４条 第２条に規定する要請は、調理・配送等業務要請書（第１号様式）により行うもの

とする。

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、災害の状況により、緊急を要するときは、電話等の方

法により協力要請することができるものとする。この場合において、甲は、乙に対し事後

に前項の調理・配送等業務要請書を提出するものとする。

（調理・配送等業務内容）

第５条 乙が協力する調理・配送等業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 甲と協議し、調達可能な食材を調達すること。
(2) 甲又は乙が調達した食材を調理すること。
(3) 甲若しくは乙が調理した食材又は他の物資等を配送すること。
(4) 甲による配送車両の活用について、調整すること。
（完了報告）

第６条 乙は、調理・配送等業務を完了したときは、調理・配送等業務完了報告書（第２号

様式）により速やかに甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等の

方法で報告し、事後に調理・配送等業務完了報告書を提出するものとする。

（費用負担等）

第７条 甲の要請に基づき、乙が第５条の規定による協力をするために要した経費は、甲が

負担するものとする。ただし、乙の自主的な協力に伴う経費は無償とする。



２ 前項の経費は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定す

るものとする。

３ 甲は、乙から前項の請求があった日から３０日以内に当該経費を乙に支払うものとす

る。ただし、甲が当該期日までに支払うことができない合理的な事情がある場合には、当

該事情の解消後速やかに支払うものとする。

（従事者の災害補償）

第８条 この協定に基づき、第５条の調理・配送等業務に従事した者に人身事故等が発生し

たときは、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用がある場合を除き、

川崎市消防団員等公務災害補償条例（昭和３６年川崎市条例第２３号）の規定を準用する。

（連絡責任者等）

第９条 調理・配送等業務に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連

絡責任者・担当者を定め相手方に報告するものとする。

２ 協定の有効期間の途中において前項で定めた内容の変更が生じた場合は、速やかに当

該変更内容について相手先に報告するものとする。

（協定の有効期間）

第１０条 この協定は、協定締結の日から平成４４年３月３１日まで効力を生ずるものと

し、同日までの期間中においては、甲又は乙が文書をもって協定を終了させる意思を相手

先に通知しない限り、その効力は継続するものとする。

（協議）

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、

甲乙協議して定めるものとする。

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通

を保有する。

   平成２９年 ８月１８日

              甲 川崎市川崎区宮本町 1番地
                川崎市長 福田 紀彦

              乙 川崎市川崎区南町 20番地 3 
                株式会社川崎南部学校給食サービス

                代表取締役 山本 德憲



第１号様式

第     号

  年  月  日

           様

川崎市長   

調理・配送等業務要請書

 災害時等における食料品の調達、調理、配送等の協力に関する協定書第４条の規定によ

り、下記のとおり協力を要請します。

記

（１）災 害 名

（２）協 力 期 間

  年  月  日 午前・午後  時  分か

ら

  年  月  日 午前・午後  時  分ま

で

（３）協 力 内 容

（４）食 事 提 供 先

（５）配 送 の 有 無 有  ・  無

（６）そ の 他 必 要 な 事 項

（７）担 当 者 等

① 所 属

② 職氏名

③ 電 話



第２号様式

  年  月  日

（宛先）川崎市長

事業者名             

 代表者名             

調理・配送等業務完了報告書

  年 月 日付け 第 号により要請のありました件について、下記のとおり完了しま

したので、災害時等における食料品の調達、調理、配送等の協力に関する協定書第６条の

規定により、報告します。

記

完 了

年月日
協 力 内 容 食 事 提 供 先 配送の有無

有 ・ 無




